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暴
力
団
対
策
の
推
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
七
月
、
北
九
州
市
で
は
、
市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
確
保
、
社
会
経
済
活
動
の
健
全
な
発
展
等
を

目
的
に
、
「
北
九
州
市
暴
力
団
排
除
条
例
」
が
施
行
さ
れ
た
。
警
察
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
公
共
工
事
を
は
じ
め
、
市
の
全
て

の
事
務
・
事
業
か
ら
暴
力
団
の
徹
底
排
除
や
、
市
民
及
び
事
業
者
等
が
進
め
る
暴
力
団
排
除
活
動
へ
の
支
援
及
び
青
少
年
を
暴

力
団
か
ら
守
る
取
り
組
み
を
推
進
す
る
な
ど
、
官
民
一
体
と
な
り
暴
力
団
排
除
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
十
六
年
に
は
、
「
北
九
州
市
安
全
・
安
心
条
例
」
が
施
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、
防
犯
カ
メ
ラ
が
増
設
さ
れ
た
。
平
成

二
十
九
年
一
月
に
は
、
暴
力
団
離
脱
者
の
就
労
支
援
対
策
と
し
て
暴
力
団
離
脱
者
を
雇
用
し
た
企
業
に
対
す
る
建
設
工
事
の
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
加
点
す
る
制
度
が
開
始
さ
れ
、
平
成
二
十
九
年
四
月
に
は
、
暴
力
団
事
務
所
と
し
て
事
務
所

を
使
用
さ
せ
な
い
た
め
の
市
民
運
動
・
住
民
訴
訟
等
の
実
費
費
用
を
補
助
す
る
制
度
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
厳
し
い
暴
力
団
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。

一

暴
力
団
事
件
に
従
事
す
る
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
等
を
増
員
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

暴
力
団
に
よ
る
犯
罪
を
抑
止
・
検
挙
し
、
暴
力
団
を
壊
滅
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
犯
罪
の
組
織
性
を
立
証
す
る
こ
と
が
有

効
で
あ
る
。
暴
力
団
対
策
に
限
り
、
「
会
話
傍
受
」
や
「
お
と
り
捜
査
」
な
ど
の
有
効
な
捜
査
手
法
を
国
と
し
て
導
入
す
べ

一



き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

暴
力
団
関
係
者
へ
の
課
税
強
化
を
図
る
た
め
、
暴
力
団
に
対
す
る
税
法
違
反
捜
査
や
、
暴
力
団
の
所
得
に
関
す
る
税
務
調

査
及
び
徴
収
が
徹
底
さ
れ
る
た
め
の
制
度
導
入
を
国
と
し
て
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

暴
力
団
対
策
の
観
点
か
ら
の
警
察
に
よ
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
増
設
及
び
自
治
体
が
設
置
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
の
維
持
管
理
に
つ

い
て
の
継
続
的
な
財
政
支
援
を
国
と
し
て
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

暴
力
団
組
織
か
ら
の
離
脱
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
離
脱
者
を
広
域
的
に
就
労
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

平
成
二
十
八
年
二
月
に
福
岡
県
が
提
唱
し
た
社
会
復
帰
対
策
協
議
会
に
よ
る
広
域
連
携
協
定
の
さ
ら
な
る
拡
大
、
及
び
福
岡

県
が
導
入
し
て
い
る
離
脱
者
を
雇
用
す
る
事
業
者
に
対
す
る
奨
励
制
度
や
身
元
保
証
制
度
等
の
財
政
支
援
を
国
に
お
い
て
も

導
入
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


